
令和６年２月 27日 

地方独立行政法人神奈川県立病院機構契約職員及び非常勤職員等に関する就業規則の一部改正 新旧対照表（案）                               本部事務局人事部 
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第 51号議案 

新 旧 改正理由等 

（略） 

（非常勤職員の有給休暇） 

第 31条 （略） 

３ 療養休暇は、次の各号のとおりとする。 

(1)～(3) （略） 

(4) ６箇月以上の雇用が定められている者又は６箇月以上継続勤務して

いる者（週以外の期間によって勤務日が定められている職員で１年間の

勤務日が 47日以下の者を除く。）が、新型コロナウイルス感染症発症

に伴う療養を要すると認められる場合 

前２号とは別に、当該雇用の日から１年間につき３日の範囲内で必

要と認める期間（ただし、当該１年間の内に６箇月以上の期間をもっ

て雇用が更新された場合にあっても、当該１年間の日数は３日を限度

とする。なお、時間単位で取得した場合は、勤務を割り振られた期間

のうち１日の勤務時間が長い日の勤務時間をもって１日に換算するこ

ととする。） 

 

（無期労働契約への転換） 

第 40条 第４条第１項に規定する契約職員、同条第２項に規定する非常勤

職員及び同条第３項に規定する短期非常勤職員（以下「契約職員等」とい

う。）のうち、通算雇用期間が５年（大学等、研究開発法人（科学技術・

イノベーション創出の活性化に関する法律別表第１に掲げられている法

人）又は試験研究機関等（科学技術・イノベーション創出の活性化に関す

る法律施行令別表第１に掲げられている機関）との協定その他契約により

これらと共同して行う共同研究開発等の業務に専ら従事する者又は共同

研究開発等に係る運営管理に係る業務に専ら従事する者については 10

年）を超える者は、現在の雇用期間満了日の３か月前までに無期転換請求

申込書（第４号様式）により所属長へ申し込みすることで、現在締結して

いる雇用期間の末日の翌日から、期間の定めのない労働契約での雇用に転

換することができる。 

２～５ （略） 

 

   附 則 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

（略） 

（非常勤職員の有給休暇） 

第 31条 （略） 

３ 療養休暇は、次の各号のとおりとする。 

(1)～(3) （略） 

（新規） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（無期労働契約への転換） 

第 40条 第４条第１項に規定する契約職員、同条第２項に規定する非常勤

職員及び同条第３項に規定する短期非常勤職員（以下「契約職員等」とい

う。）のうち、通算雇用期間が５年（大学等、研究開発法人（研究開発力

強化法別表第１に掲げられている法人）又は試験研究機関（研究開発力強

化法施行令別表に掲げられている機関）との協定その他契約によりこれら

と共同して行う共同研究開発等の業務に専ら従事する者又は共同研究開

発等に係る運営管理に係る業務に専ら従事する者については 10年）を超

える者は、現在の雇用期間満了日の３か月前までに無期転換請求申込書

（第４号様式）により所属長へ申し込みすることで、現在締結している雇

用期間の末日の翌日から、期間の定めのない労働契約での雇用に転換する

ことができる。 

２～５ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第 31 条】 

・新型コロナウイルス感

染症発症に伴う療養休

暇の規定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第 40 条】 

・法律名改正 
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新 旧 改正理由等 

第２号様式の１（第 20条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型） 

【非常勤職員用（有期）】 

雇用条件通知書 
        殿                             年 月 日 

                   事業所名称・所在地  

                              

                   使用者職・氏名    

契約期間     年   月   日   ～    年   月   日 

勤務場所 （雇用時） 

（変更の範囲） 

従事すべき 

業務の内容 

（雇用時） 

（変更の範囲） 

始業、終業の 

時刻等 

１ 始業及び終業の時刻  

始業   時 分  終業   時 分（ 時間 分/日） 

２ 休憩時間  時から 時 

３ 時間外勤務の有無  契約職員及び非常勤職員等に関する就業規則の規定

による。 

勤務時間を割り

振らない日 

 

休暇 契約職員及び非常勤職員等に関する就業規則の規定による。 

基本的な報 

酬又は賃金 

以外の給与 

１ 各種手当相当の報酬 

通勤手当 契約職員及び非常勤職員等に関する就業規則に規定する計算方

法により算出した額を支給。 

その他 契約職員及び非常勤職員等に関する就業規則により支給。 

２ 締切日 毎月末（退職日が属する月は退職日。） 

３ 支払日 当該勤務に係る月の翌月の16日（この日が日曜日又は国民の祝日

に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日（以下「祝日

法による休日」という。）に当たるときは17日（この日が祝日法によ

る休日に当たるときは14日）、土曜日に当たるときは15日）とする。

退職日の属する月は退職日以後速やかに支給。 

４ 昇給 契約職員及び非常勤職員等に関する就業規則の規定による。 

５ 賞与（加給） 有 ・ 無 

６ 退職金 無 

退職に関する 

事項 

１ 雇用期間満了により退職する。 

２ 自己都合退職をする場合は、速やかに所属長に申し出ること。 

３ 次の各号のいずれかに該当する場合には、解雇することがある。 

(１) 勤務実績が良くないとき。 

(２) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 

(３) 前２号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠くとき。 

(４) 組織の改廃により廃職又は過員を生じたとき。 

(５) 事業の運営上やむを得ない事情により、事業の縮小、転換又は部門の閉鎖

等が必要なとき。 

４ その他、契約職員及び非常勤職員等に関する就業規則第９条に該当すると

きは解雇となる場合がある。 

５ 定年制 無 

その他 １ 社会保険の加入 

  厚生年金 健康保険（地方職員共済組合） その他（   ） 

２ 雇用保険の適用 有 ・ 無 

３ 安全衛生 契約職員及び非常勤職員等に関する就業規則の規定による。 

４ 災害補償 契約職員及び非常勤職員等に関する就業規則の規定による。 

５ 適用される就業規則 

契約職員及び非常勤職員等に関する就業規則及びこれに附属する規程 

第２号様式の１（第 20条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型） 

【非常勤職員用（有期）】 

雇用条件通知書 
（新規） 

 

 

 

契約期間     年   月   日   ～    年   月   日 

勤務場所 （新規） 

（新規） 

従事すべき 

業務の内容 

（新規） 

（新規） 

始業、終業の 

時刻等 

１ 始業及び終業の時刻  

始業 午前 時 分  終業 午後 時 分（ 時間 分/日） 

２ 休憩時間 午後 時から午後 時 

３ 時間外勤務の有無  契約職員及び非常勤職員等に関する就業規則第29条

第４項の規定による。 

勤務時間を割り

振らない日 

 

休暇 契約職員及び非常勤職員等に関する就業規則第31条及び第32条の規定による。 

基本的な報 

酬又は賃金 

以外の給与 

１ 各種手当相当の報酬 

通勤手当 契約職員及び非常勤職員等に関する就業規則第25条に規定する

計算方法により算出した額を支給。 

その他 契約職員及び非常勤職員等に関する就業規則により支給。 

２ 締切日 毎月末（退職日が属する月は退職日。） 

３ 支払日 当該勤務に係る月の翌月の16日（この日が日曜日又は国民の祝日

に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日（以下「祝日

法による休日」という。）に当たるときは17日（この日が祝日法によ

る休日に当たるときは14日）、土曜日に当たるときは15日）とする。

退職日の属する月は退職日以後速やかに支給。 

４ 昇給 無 

５ 賞与（加給） 有 ・ 無 

６ 退職金 無 

退職に関する 

事項 

１ 雇用期間満了により退職する。 

２ 自己都合退職をする場合は、速やかに所属長に申し出ること。 

３ 次の各号のいずれかに該当する場合には、解雇することがある。 

(１) 勤務実績が良くないとき。 

(２) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 

(３) 前２号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠くとき。 

(４) 組織の改廃により廃職又は過員を生じたとき。 

(５) 事業の運営上やむを得ない事情により、事業の縮小、転換又は部門の閉鎖

等が必要なとき。 

４ その他、契約職員及び非常勤職員等に関する就業規則第９条に該当すると

きは解雇となる場合がある。 

５ 定年制 無 

その他 １ 社会保険の加入 

  厚生年金 健康保険 その他（   ） 

２ 雇用保険の適用 有 

（新規） 

（新規） 

３ 適用される就業規則 

契約職員及び非常勤職員等に関する就業規則及びこれに附属する規程 

【第２号様式の１】 

・労基法の改正に伴う

記載事項の変更 
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新 旧 改正理由等 

※ 就業規則等及び事務分担表は、事務局において閲覧できます。 

６ 更新の有無 

（  更新しない  ・  更新する場合がある  ） 

７ 更新する場合の判断基準 

  ①職務遂行能力 ②職場適用能力 ③勤怠 ④健康状態 

⑤法人の経営状況 ⑥担当業務の状況 

８ 更新上限の有無 有（最初の契約開始日（ 年 月 日）が属する年度を

含めて３年まで。） 

９ 雇用管理の改善等に関する相談窓口 

  担当者 ○○副事務局長 

※ 以下は、無期転換申込権を有する者を雇用する場合に記入 

10 無期労働契約 

本契約期間中に所属長に対して期間の定めのない労働契約（無期労働契約）

の締結の申込みをすることにより、本契約期間の末日の翌日（ 年 月 日）

から、無期労働契約での雇用に転換することができる。この場合の本契約か

らの労働条件の変更の有無 有（契約職員及び非常勤職員等に関する就業規

則の規定による。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 就業規則等及び事務分担表は、事務局において閲覧できます。 

４ 更新の有無 

（  更新しない  ・  更新する場合がある  ） 

５ 更新する場合の判断基準 

  ①職務遂行能力 ②職場適用能力 ③勤怠 ④健康状態 

⑤法人の経営状況 ⑥担当業務の状況 

（新規） 

６ 雇用管理の改善等に関する相談窓口 

  担当者 ○○副事務局長 

（新規） 
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新 旧 改正理由等 

第２号様式の２（第 20条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型） 

【非常勤職員用（無期）】 

雇用条件通知書 
        殿                             年 月 日 

                   事業所名称・所在地  

                              

                   使用者職・氏名    

契約期間 期間の定めの有無 

無 

勤務場所 （雇用時） 

（変更の範囲） 

従事すべき 

業務の内容 

（雇用時） 

（変更の範囲） 

始業、終業の 

時刻等 

１ 始業及び終業の時刻  

始業   時 分  終業   時 分（ 時間 分/日） 

２ 休憩時間  時から 時 

３ 時間外勤務の有無  契約職員及び非常勤職員等に関する就業規則の規定

による。 

勤務時間を割り

振らない日 

 

休暇 契約職員及び非常勤職員等に関する就業規則の規定による。 

基本的な報 

酬又は賃金 

以外の給与 

１ 各種手当相当の報酬 

通勤手当 契約職員及び非常勤職員等に関する就業規則に規定する計算方

法により算出した額を支給。 

その他 契約職員及び非常勤職員等に関する就業規則により支給。 

２ 締切日 毎月末（退職日が属する月は退職日。） 

３ 支払日 当該勤務に係る月の翌月の16日（この日が日曜日又は国民の祝日

に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日（以下「祝日

法による休日」という。）に当たるときは17日（この日が祝日法によ

る休日に当たるときは14日）、土曜日に当たるときは15日）とする。

退職日の属する月は退職日以後速やかに支給。 

４ 昇給 契約職員及び非常勤職員等に関する就業規則の規定による。 

５ 賞与（加給） 有 ・ 無 

６ 退職金 無 

退職に関する 

事項 

１ 自己都合退職をする場合は、速やかに所属長に申し出ること。 

２ 次の各号のいずれかに該当する場合には、解雇することがある。 

(１) 勤務実績が良くないとき。 

(２) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 

(３) 前２号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠くとき。 

(４) 組織の改廃により廃職又は過員を生じたとき。 

(５) 事業の運営上やむを得ない事情により、事業の縮小、転換又は部門の閉鎖

等が必要なとき。 

３ その他、契約職員及び非常勤職員等に関する就業規則第９条に該当すると

きは解雇となる場合がある。 

４ 定年制 有 （  歳） 

５ 再雇用制度 有 （  歳）・ 無 

その他 １ 社会保険の加入 

  厚生年金 健康保険（地方職員共済組合） その他（   ） 

２ 雇用保険の適用 有 ・ 無 

３ 安全衛生 契約職員及び非常勤職員等に関する就業規則の規定による。 

４ 災害補償 契約職員及び非常勤職員等に関する就業規則の規定による。 

５ 適用される就業規則 

第２号様式の２（第 20条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型） 

【非常勤職員用（無期）】 

雇用条件通知書 
（新規） 

 

 

 

契約期間 期間の定めの有無 

無 

勤務場所 神奈川県立○○病院（センター）○○局（部、室、課、科）（所在地○○市○○

○） 

従事すべき 

業務の内容 

（新規） 

（新規） 

始業、終業の 

時刻等 

１ 始業及び終業の時刻  

始業 午前 時 分  終業 午後 時 分（ 時間 分/日） 

２ 休憩時間 午後 時から午後 時 

３ 時間外勤務の有無  契約職員及び非常勤職員等に関する就業規則第29条

第４項の規定による。 

勤務時間を割り

振らない日 

 

休暇 契約職員及び非常勤職員等に関する就業規則第31条及び第32条の規定による。 

基本的な報 

酬又は賃金 

以外の給与 

１ 各種手当相当の報酬 

通勤手当 契約職員及び非常勤職員等に関する就業規則第25条に規定する

計算方法により算出した額を支給。 

その他 契約職員及び非常勤職員等に関する就業規則により支給。 

２ 締切日 毎月末（退職日が属する月は退職日。） 

３ 支払日 当該勤務に係る月の翌月の16日（この日が日曜日又は国民の祝日

に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日（以下「祝日

法による休日」という。）に当たるときは17日（この日が祝日法によ

る休日に当たるときは14日）、土曜日に当たるときは15日）とする。

退職日の属する月は退職日以後速やかに支給。 

４ 昇給 契約職員及び非常勤職員等に関する就業規則第40条の基づき昇給。 

５ 賞与（加給） 有 ・ 無 

６ 退職金 無 

退職に関する 

事項 

１ 自己都合退職をする場合は、速やかに所属長に申し出ること。 

２ 次の各号のいずれかに該当する場合には、解雇することがある。 

(１) 勤務実績が良くないとき。 

(２) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 

(３) 前２号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠くとき。 

(４) 組織の改廃により廃職又は過員を生じたとき。 

(５) 事業の運営上やむを得ない事情により、事業の縮小、転換又は部門の閉鎖

等が必要なとき。 

３ その他、契約職員及び非常勤職員等に関する就業規則第９条に該当すると

きは解雇となる場合がある。 

４ 定年制 有 （  歳） 

５ 再雇用制度 有 （  歳） 

その他 １ 社会保険の加入 

  厚生年金 健康保険 その他（   ） 

２ 雇用保険の適用 有 

（新規） 

（新規） 

３ 適用される就業規則 

【第２号様式の２】 

・労基法の改正に伴う

記載事項の変更 
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新 旧 改正理由等 

契約職員及び非常勤職員等に関する就業規則及びこれに附属する規程 

※就業規則等及び事務分担表は、事務局において閲覧できます。 

６ 雇用管理の改善等に関する相談窓口 

  担当者 ○○副事務局長 

７ 勤務条件について 

毎年４月１日に見直しを行い、勤務条件等に変更がある場合には契約職員

及び非常勤職員等に関する就業規則に準じて勤務条件を明示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約職員及び非常勤職員等に関する就業規則及びこれに附属する規程 

※就業規則等及び事務分担表は、事務局において閲覧できます。 

４ 雇用管理の改善等に関する相談窓口 

  担当者 ○○副事務局長 

（新規） 
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新 旧 改正理由等 

第２号様式の３（第７条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型） 

【契約職員用（有期）】 

雇用条件通知書 
        殿                             年 月 日 

                   事業所名称・所在地  

                              

                   使用者職・氏名    

契約期間     年   月   日   ～    年   月   日 

勤務場所 （雇用時） 

（変更の範囲） 

従事すべき 

業務の内容 

（雇用時） 

（変更の範囲） 

始業、終業の 

時刻等 

１ 始業及び終業  月曜日から金曜日までの午前８時30分から午後５時15分 

２ 休憩  正午から午後１時まで 

３ 時間外勤務 有（就業規則及び給与に関する規程の規定による。） 

※ 特別の勤務に従事する職員又は勤務の性質上、１及び２により難い職員の

勤務時間の割振り及び休憩時間については、契約職員及び非常勤職員等に関

する就業規則の規定による。 

勤務時間を割り

振らない日 

１ 週休日 日曜日及び土曜日 

２ 休日 国民の祝日に関する法律第３条に規定する休日 

１月１日から１月３日まで及び12月29日から12月31日まで 

※ 上記により難い場合は、別に週休日の割り振りを行う。 

休暇 契約職員及び非常勤職員等に関する就業規則の規定による。 

賃金 １ 給料  人事異動通知書の給料表、級号給により支給。 

２ 賞与 有（給与に関する規程に基づき支給。） 

３ 賞与以外の手当等  給与に関する規程に基づき支給。 

４ 締切日 毎月末（退職日が属する月は退職日） 

５ 給与の支給方法（支給日を含む） 給与に関する規程に基づき支給。 

６ 昇給 契約職員及び非常勤職員等に関する就業規則の規定による。 

７ 退職手当 契約職員及び非常勤職員等に関する就業規則に基づき支給。 

退職に関する 

事項 

１ 雇用期間満了により退職する。 

２ 自己都合退職をする場合は、速やかに所属長に申し出ること。 

３ 次の各号のいずれかに該当する場合には、解雇することがある。 

(１) 勤務実績が良くないとき。 

(２) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 

(３) 前２号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠くとき。 

(４) 組織の改廃により廃職又は過員を生じたとき。 

(５) 事業の運営上やむを得ない事情により、事業の縮小、転換又は部門の閉鎖

等が必要なとき。 

４ その他、契約職員及び非常勤職員等に関する就業規則第９条に該当すると

きは解雇となる場合がある。 

５ 定年制 無 

その他 １ 社会保険の加入 

  厚生年金 健康保険（地方職員共済組合） その他（   ） 

※ ただし、継続雇用期間が１年を超える日より共済年金に加入 

２ 雇用保険の適用 有 

３ 安全衛生 契約職員及び非常勤職員等に関する就業規則の規定による。 

４ 災害補償 契約職員及び非常勤職員等に関する就業規則の規定による。 

５ 休業 契約職員及び非常勤職員等に関する就業規則の規定による。 

６ 適用される就業規則 

契約職員及び非常勤職員等に関する就業規則及びこれに附属する規程 

※就業規則等及び事務分担表は、事務局において閲覧できます。 

第２号様式の３（第７条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型） 

【契約職員用（有期）】 

雇用条件通知書 
（新規） 

 

 

 

契約期間     年   月   日   ～    年   月   日 

勤務場所 神奈川県立○○病院（センター）○○局（部、室、課、科）（所在地○○市○○

○） 

従事すべき 

業務の内容 

（新規） 

（新規） 

始業、終業の 

時刻等 

１ 始業及び終業  月曜日から金曜日までの午前８時30分から午後５時15分 

２ 休憩  正午から午後１時まで 

３ 時間外勤務 有（就業規則第55条、給与に関する規程第20条） 

※ １及び２により難い場合は、別紙１により勤務時間の割り振りを行う 

※ 交代制勤務の場合の交代の仕方については、別紙２参照 

勤務時間を割り

振らない日 

１ 週休日 日曜日及び土曜日 

２ 休日 国民の祝日に関する法律第３条に規定する休日 

１月１日から１月３日まで及び12月29日から12月31日まで 

※ １により難い場合は、別に週休日の割り振りを行う。 

休暇 契約職員及び非常勤職員等に関する就業規則第12条及び第13条の規定による。 

賃金 １ 給料  人事異動通知書の給料表、級号給により支給。 

２ 賞与 有（給与に関する規程第26条及び第29条に基づき支給。） 

３ 賞与以外の手当等  給与に関する規程第11条から第30条に基づき支給。 

４ 締切日 毎月末（退職日が属する月は退職日。） 

５ 給与の支給方法（支給日を含む） 給与に関する規程第２条に基づき支給。 

６ 昇給 無 

７ 退職手当 契約職員及び非常勤職員等に関する就業規則に基づき支給。 

退職に関する 

事項 

１ 雇用期間満了により退職する。 

２ 自己都合退職をする場合は、速やかに所属長に申し出ること。 

３ 次の各号のいずれかに該当する場合には、解雇することがある。 

(１) 勤務実績が良くないとき。 

(２) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 

(３) 前２号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠くとき。 

(４) 組織の改廃により廃職又は過員を生じたとき。 

(５) 事業の運営上やむを得ない事情により、事業の縮小、転換又は部門の閉鎖

等が必要なとき。 

４ その他、契約職員及び非常勤職員等に関する就業規則第９条に該当すると

きは解雇となる場合がある。 

５ 定年制 無 

その他 １ 社会保険の加入 

  厚生年金 健康保険 その他（   ） 

※ ただし、継続雇用期間が１年を超える日より共済年金及び地方職員共済組

合に加入 

２ 雇用保険の適用 有 

（新規） 

（新規） 

（新規） 

３ 適用される就業規則 

契約職員及び非常勤職員等に関する就業規則及びこれに附属する規程 

※就業規則等及び事務分担表は、事務局において閲覧できます。 

【第２号様式の３】 

・労基法の改正に伴う

記載事項の変更 
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新 旧 改正理由等 

７ 更新の有無 

（  更新しない  ・  更新する場合がある  ） 

８ 更新する場合の判断基準 

  ①職務遂行能力 ②職場適用能力 ③勤怠 ④健康状態 

⑤法人の経営状況 ⑥担当業務の状況 

９ 更新上限の有無 有（最初の契約開始日（ 年 月 日）が属する年度を

含めて３年まで。） 

10 雇用管理の改善等に関する相談窓口 

  担当者 ○○副事務局長 

※ 以下は、無期転換申込権を有する者を雇用する場合に記入 

11 無期労働契約 

  本契約期間中に所属長に対して期間の定めのない労働契約（無期労働契約）

の締結の申込みをすることにより、本契約期間の末日の翌日（ 年 月 日）

から、無期労働契約での雇用に転換することができる。この場合の本契約か

らの労働条件の変更の有無 有（契約職員及び非常勤職員等に関する就業規

則の規定による。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 更新の有無 

（  更新しない  ・  更新する場合がある  ） 

５ 更新する場合の判断基準 

  ①職務遂行能力 ②職場適用能力 ③勤怠 ④健康状態 

⑤法人の経営状況 ⑥担当業務の状況 

（新規） 

６ 雇用管理の改善等に関する相談窓口 

  担当者 ○○副事務局長 

（新規） 
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新 旧 改正理由等 

第２号様式の４（第７条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型） 

【契約職員用（無期）】 

雇用条件通知書 
        殿                             年 月 日 

                   事業所名称・所在地  

                              

                   使用者職・氏名    

契約期間 期間の定めの有無 

無 

勤務場所 （採用時） 

（変更の範囲） 

従事すべき 

業務の内容 

（採用時） 

（変更の範囲） 

始業、終業の 

時刻等 

１ 始業及び終業  月曜日から金曜日までの午前８時30分から午後５時15分 

２ 休憩  正午から午後１時まで 

３ 時間外勤務 有（就業規則及び給与に関する規程の規定による。） 

※ 特別の勤務に従事する職員又は勤務の性質上、１及び２により難い職員の

勤務時間の割振り及び休憩時間については、契約職員及び非常勤職員等に関

する就業規則の規定による。 

勤務時間を割り

振らない日 

１ 週休日 日曜日及び土曜日 

２ 休日 国民の祝日に関する法律第３条に規定する休日 

１月１日から１月３日まで及び12月29日から12月31日まで 

※ 上記により難い場合は、別に週休日の割り振りを行う。 

休暇 契約職員及び非常勤職員等に関する就業規則の規定による。 

賃金 １ 給料 人事異動通知書の給料表、級号給により支給。 

２ 賞与 有（給与に関する規程に基づき支給。） 

３ 賞与以外の手当等 給与に関する規程に基づき支給。 

４ 締切日 毎月末（退職日が属する月は退職日。） 

５ 給与の支給方法（支給日を含む） 給与に関する規程に基づき支給。 

６ 昇給 契約職員及び非常勤職員等に関する就業規則の規定による。 

７ 退職手当 契約職員及び非常勤職員等に関する就業規則に基づき支給。 

退職に関する 

事項 

１ 自己都合退職をする場合は、速やかに所属長に申し出ること。 

２ 次の各号のいずれかに該当する場合には、解雇することがある。 

(１) 勤務実績が良くないとき。 

(２) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 

(３) 前２号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠くとき。 

(４) 組織の改廃により廃職又は過員を生じたとき。 

(５) 事業の運営上やむを得ない事情により、事業の縮小、転換又は部門の閉鎖

等が必要なとき。 

３ その他、契約職員及び非常勤職員等に関する就業規則第９条に該当すると

きは解雇となる場合がある。 

４ 定年制 有 （  歳） 

５ 再雇用制度 有 （  歳）・ 無 

その他 １ 社会保険の加入 

  厚生年金 健康保険（地方職員共済組合） その他（   ） 

※ ただし、継続雇用期間が１年を超える日より共済年金に加入 

２ 雇用保険の適用 有 

３ 安全衛生 契約職員及び非常勤職員等に関する就業規則の規定による。 

４ 災害補償 契約職員及び非常勤職員等に関する就業規則の規定による。 

５ 休業 契約職員及び非常勤職員等に関する就業規則の規定による。 

６ 適用される就業規則 

契約職員及び非常勤職員等に関する就業規則及びこれに附属する規程 

第２号様式の４（第７条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型） 

【契約職員用（無期）】 

雇用条件通知書 
（新規） 

 

 

 

契約期間 期間の定めの有無 

無 

勤務場所 神奈川県立○○病院（センター）○○局（部、室、課、科）（所在地○○市○○

○） 

従事すべき 

業務の内容 

（新規） 

（新規） 

始業、終業の 

時刻等 

１ 始業及び終業  月曜日から金曜日までの午前８時30分から午後５時15分 

２ 休憩  正午から午後１時まで 

３ 時間外勤務 有（就業規則第55条、給与に関する規程第20条） 

※ １及び２により難い場合は、別紙１により勤務時間の割り振りを行う 

※ 交代制勤務の場合の交代の仕方については、別紙２参照 

勤務時間を割り

振らない日 

１ 週休日 日曜日及び土曜日 

２ 休日 国民の祝日に関する法律第３条に規定する休日 

１月１日から１月３日まで及び12月29日から12月31日まで 

※ １により難い場合は、別に週休日の割り振りを行う。 

休暇 契約職員及び非常勤職員等に関する就業規則第12条及び第13条の規定による。 

賃金 １ 給料 人事異動通知書の給料表、級号給により支給。 

２ 賞与 有（給与に関する規程第26条及び第29条に基づき支給。） 

３ 賞与以外の手当等 給与に関する規程第11条から第30条に基づき支給。 

４ 締切日 毎月末（退職日が属する月は退職日。） 

５ 給与の支給方法（支給日を含む） 給与に関する規程第２条に基づき支給。 

６ 昇給 無 

７ 退職手当 契約職員及び非常勤職員等に関する就業規則に基づき支給。 

退職に関する 

事項 

１ 自己都合退職をする場合は、速やかに所属長に申し出ること。 

２ 次の各号のいずれかに該当する場合には、解雇することがある。 

(１) 勤務実績が良くないとき。 

(２) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 

(３) 前２号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠くとき。 

(４) 組織の改廃により廃職又は過員を生じたとき。 

(５) 事業の運営上やむを得ない事情により、事業の縮小、転換又は部門の閉鎖

等が必要なとき。 

３ その他、契約職員及び非常勤職員等に関する就業規則第９条に該当すると

きは解雇となる場合がある。 

４ 定年制 有 （  歳） 

５ 再雇用制度 有 （  歳） 

その他 １ 社会保険の加入 

  厚生年金 健康保険 その他（   ） 

※ ただし、継続雇用期間が１年を超える日より共済年金及び地方職員共

済組合に加入 

２ 雇用保険の適用 有 

（新規） 

（新規） 

（新規） 

３ 適用される就業規則 

契約職員及び非常勤職員等に関する就業規則及びこれに附属する規程 

【第２号様式の４】 

・労基法の改正に伴う

記載事項の変更 
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新 旧 改正理由等 

※就業規則等及び事務分担表は、事務局において閲覧できます。 

７ 雇用管理の改善等に関する相談窓口 

  担当者 ○○副事務局長 

８ 勤務条件について 

毎年４月１日に見直しを行い、勤務条件等に変更がある場合には契約職員

及び非常勤職員等に関する就業規則に準じて勤務条件を明示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※就業規則等及び事務分担表は、事務局において閲覧できます。 

４ 雇用管理の改善等に関する相談窓口 

  担当者 ○○副事務局長 

（新規） 
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新 旧 改正理由等 

第４号様式（第 40条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型） 

無期労働契約転換申込書 
 

 

年  月  日 

 

         殿 

 

 次のとおり現在の有期労働契約の契約期間の末日までに契約期間が通算して５年(※)を超えま

すので、無期労働契約を申し込みます。 
※大学等、研究開発法人（科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律別表第１に掲げられている法人）

又は試験研究機関（科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令別表１に掲げられている機関）と

の協定その他契約によりこれらと共同して行う共同研究開発等の業務に専ら従事する者又は共同研究開発等に係

る運営管理に係る業務に専ら従事する者については 10 年 

 

地方独立行政法人神奈川県立病院機構での全職歴 

所属名称 採用形態 雇用契約期間 

     年 月 日から   年 月 日まで 

     年 月 日から   年 月 日まで 

     年 月 日から   年 月 日まで 

     年 月 日から   年 月 日まで 

     年 月 日から   年 月 日まで 

     年 月 日から   年 月 日まで 

 

確認事項 

○現在の契約期間が終了する３か月前までに申込書を提出すること 

○本紙記載に誤りがあった場合には申し込みが無効となること 

○定年が定められること 

○毎年４月１日に勤務条件の見直しを行う場合があること 

○事業の運営上やむを得ない事情により、事業の縮小、転換又は部門の閉鎖等が必要なときには解

雇となること 

○その他就業規則の内容に関すること 

  

 本紙確認事項に了解した上で無期労働契約を申し込みます。             

職員番号             

氏  名             

 

 

第４号様式（第 40条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型） 

無期労働契約転換申込書 
 

 

年  月  日 

 

         殿 

 

 次のとおり現在の有期労働契約の契約期間の末日までに契約期間が通算して５年(※)を超えま

すので、無期労働契約を申し込みます。 
※大学等、研究開発法人（研究開発力強化法別表第１に掲げられている法人）又は試験研究機関（研究開発力強化

法施行令別表に掲げられている機関）との協定その他契約によりこれらと共同して行う共同研究開発等の業務に専

ら従事する者又は共同研究開発等に係る運営管理に係る業務に専ら従事する者については 10 年 

 

地方独立行政法人神奈川県立病院機構での全職歴 

所属名称 採用形態 雇用契約期間 

     年 月 日から   年 月 日まで 

     年 月 日から   年 月 日まで 

     年 月 日から   年 月 日まで 

     年 月 日から   年 月 日まで 

     年 月 日から   年 月 日まで 

     年 月 日から   年 月 日まで 

 

確認事項 

○現在の契約期間が終了する３か月前までに申込書を提出すること 

○本紙記載に誤りがあった場合には申し込みが無効となること 

○定年が定められること 

○毎年４月１日に勤務条件の見直しを行う場合があること 

○事業の運営上やむを得ない事情により、事業の縮小、転換又は部門の閉鎖等が必要なときには解

雇となること 

○その他就業規則の内容に関すること 

  

 本紙確認事項に了解した上で無期労働契約を申し込みます。             

職員番号             

氏  名             

 

 

【第４号様式】 

・法律名改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


